
（その14）

（2）経常経費（人件費を除く。）の内訳 項目別区分　光熱水費

支 出 の 目 的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所

（団体にあっては、主たる事務所の所在地）
備考

十億 百万 千 円

この頁の小計

その他の支出 1 2 0 0 0 0

合 計 1 2 0 0 0 0

※ １件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が、資金管理

団体（国会議員関係政治団体を除く。）にあっては５万円未満の支出、国会議員

関係政治団体にあっては１万円以下の支出を一括してその合計金額を「その他の

支出」欄に記載すること。

※※ 資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の団体にあっては、この様式（その資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の団体にあっては、この様式（その

14）を作成する必要はない14）を作成する必要はないこと。

明細を記載した支出以
外のものの合計金額

―
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（その14）

（2）経常経費（人件費を除く。）の内訳 項目別区分　備品・消耗品費

支 出 の 目 的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所

（団体にあっては、主たる事務所の所在地）
備考

ロッカー購入費
十億 百万

2 0
千

0 0 0
円

0 ○ . 1.20 △△事務販売㈱ 山口県○○市○○町○番○号

この頁の小計 2 0 0 0 0 0

その他の支出 6 6 0 0 0

合 計 2 6 6 0 0 0

※ １件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が、資金管理

団体（国会議員関係政治団体を除く。）にあっては５万円未満の支出、国会議員

関係政治団体にあっては１万円以下の支出を一括してその合計金額を「その他の

支出」欄に記載すること。

※※ 資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の団体にあっては、この様式（その資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の団体にあっては、この様式（その

14）を作成する必要はない14）を作成する必要はないこと。

明細を記載した支出以
外のものの合計金額

※ １件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金
額）が、資金管理団体（国会議員関係政治団体を除く。）にあっ

　ては５万円以上の支出について、国会議員関係政治団体にあって
　は１万円を超える支出について、その明細を記載し、領収書等の

　　写しを添付すること。

（その14）

（2）経常経費（人件費を除く。）の内訳 項目別区分　光熱水費

支 出 の 目 的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所

（団体にあっては、主たる事務所の所在地）
備考

十億 百万 千 円

この頁の小計

その他の支出 1 2 0 0 0 0

合 計 1 2 0 0 0 0

※ １件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が、資金管理

団体（国会議員関係政治団体を除く。）にあっては５万円未満の支出、国会議員

関係政治団体にあっては１万円以下の支出を一括してその合計金額を「その他の

支出」欄に記載すること。

※※ 資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の団体にあっては、この様式（その資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の団体にあっては、この様式（その

14）を作成する必要はない14）を作成する必要はないこと。

明細を記載した支出以
外のものの合計金額

―
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（その14）

（2）経常経費（人件費を除く。）の内訳 項目別区分　事務所費

支 出 の 目 的 金　　　　　　　　　額 年月日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所

（団体にあっては、主たる事務所の所在地）
備考

事務所家賃
十億 百万

5
千

0 0 0
円

0 ○ . 1.31 △△不動産㈱ 山口県○○市○○町○○番地

　　〃 5 0 0 0 0 ○ . 2.28 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ . 3.31 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ . 4.30 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ . 5.31 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ . 6.30 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ . 7.31 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ . 8.31 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ . 9.30 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ .10.31 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ .11.30 〃 〃

　　〃 5 0 0 0 0 ○ .12.31 〃 〃

この頁の小計 6 0 0 0 0 0

その他の支出 1 9 6 0 0 0

合 計 7 9 6 0 0 0

※　１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が、資金管理

　　団体（国会議員関係政治団体を除く。）にあっては５万円未満の支出、国会議員

　　関係政治団体にあっては１万円以下の支出を一括してその合計金額を「その他の

　　支出」欄に記載すること。

※　※　資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の団体にあっては、この様式（その資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の団体にあっては、この様式（その

　　　　14）を作成する必要はない14）を作成する必要はないこと。

明細を記載した支出以
外のものの合計金額

※　１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金
　　額）が、資金管理団体（国会議員関係政治団体を除く。）にあっ
　　ては５万円以上の支出について、国会議員関係政治団体にあって
　　は１万円を超える支出について、その明細を記載し、領収書等の
　　写しを添付すること。
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